
緊急安全対策等の報告書の誤りを踏まえた対応について 

（概要） 

１．概 要 

独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）における平

成２３年東北地方太平洋沖地震に起因する東京電力株式会社福島第一原子力発電所

事故に伴う緊急安全対策等の報告書について、平成２３年９月１５日付け「緊急安全

対策等の報告書の誤りを踏まえた対応について（指示）」（平成 23・09・14 原院第 5

号）に基づき、緊急安全対策等の報告書における誤りの有無について以下のとおり調

査を実施したので、その結果を報告する。 

 

２．調査対象 

本調査は、国からの指示文書に基づき、原子力機構における高速増殖炉研究開発セ

ンター（以下「もんじゅ」という。）、原子炉廃止措置研究開発センター（以下「ふげ

ん」という。）及び再処理技術開発センター（以下「東海再処理」という。）が報告し

た以下の報告書を対象とした。 

 

調査対象の報告書と対象施設 

報告書 対象施設 

(1)平成２３年３月３０日付け「平成２３年福島第一・第二原子力

発電所事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施につい

て（指示）」（平成２３・０３・２８原第７号） 

もんじゅ 

ふげん 

(2)平成２３年４月１５日付け「原子力発電所及び再処理施設の外

部電源の信頼性確保について（指示）」（平成２３・０４・１５

原院第３号） 

もんじゅ 

東海再処理 

(3)平成２３年５月１日付け「平成２３年福島第一・第二原子力発

電所等の事故を踏まえた再処理施設の緊急安全対策の実施につ

いて（指示）」（平成２３・０４・２８原第７２号） 

東海再処理 

(4)平成２３年６月７日付け「平成２３年福島第一原子力発電所事

故を踏まえた他の原子力発電所におけるシビアアクシデントへ

の対応に関する措置の実施について（指示）」（平成２３・０６・

０７原第２号） 

もんじゅ 

ふげん 

(5)平成２３年６月７日付け「原子力発電所等の外部電源の信頼性

確保に係る開閉所等の地震対策について（指示）」（平成２３・

０６・０７原院第１号） 

もんじゅ 

東海再処理 

(6)平成２３年６月１５日付け「原子力発電所におけるシビアアク

シデントへの対応に関する措置を踏まえた再処理施設における

措置の実施について（指示）」（平成２３・０６・１３原第１０

号） 

東海再処理 

 

 

別紙



３．調査の体制と方法 

報告書記載の対策や評価に影響する誤りの有無について、以下の体制と方法により

調査を行った。 

(1)調査体制 

調査体制は、原子力機構本部が全体取りまとめ、敦賀本部がもんじゅ及びふげん、

核燃料サイクル工学研究所が東海再処理について取りまとめ、それぞれ下図の体制に

て調査を行った。 

 

取りまとめ担当課室 調査担当課室 品質管理担当課室 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

(2)調査方法 

ａ．調査作業の分担により、本文及び添付資料の文章内容の確認を行った。ただし、

文字の誤りについては、原子力施設の安全性に関係しないものは除いた。 

ｂ．数値については、国の許認可資料やメーカ資料、所内資料等といった出典元を

明確にし、報告書と出典元との整合を複数名による確認調査を実施し、その妥当

性や実施プロセスについて品質保証担当部署が確認した。 

 

４．調査結果 

調査の結果、もんじゅ、ふげん及び東海再処理の各報告書の報告内容に誤りは確認

されなかった。 

以 上 

実施プロセス確認

調査の実施 

・担当者チェック 

・エビデンス確認 

調査結果の内容確認 

・担当者チェック 

・エビデンス確認 

調査結果の取りまとめ 

調査実施計画書の作成 

（調査分担も含む） 

調査結果確認 


